
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
の
下
、

２
０
１
９
年
１０
月
か
ら
消
費
税
率
が
１０

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
で
す
。

消
費
税
は
そ
の
導
入
を
含
め
て
過
去

に
３
％
（
１
９
８
９
年
４
月
１
日
）、

５
％
（
１
９
９
７
年
４
月
１
日
）、
８

％
（
２
０
１
４
年
４
月
１
日
）
と
税
率

が
引
き
上
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ

れ
ま
で
は
す
べ
て
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

に
対
す
る
税
率
は
一
律
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
引
上
げ
に
お
い

て
は
、
低
所
得
者
層
へ
の
配
慮
か
ら
、

一
部
の
品
目
に
つ
い
て
は
１０
％
よ
り
も

低
い
税
率
（
軽
減
税
率
８
％
）
が
適
用

さ
れ
る
予
定
で
す
。

標
準
税
率
で
あ
る
１０
％
と
軽
減
税
率

の
８
％
が
将
来
的
に
も
混
在
す
る
こ
と

に
な
る
た
め
、
日
常
の
業
務
に
お
い
て

は
、
取
り
扱
う
商
品
に
ど
ち
ら
の
税
率

が
適
用
さ
れ
る
の
か
を
把
握
し
た
り
、

税
率
ご
と
に
異
な
る
経
理
処
理
を
す
る

必
要
が
出
て
き
ま
す
。

そ
の
た
め
、
現
在
使
っ
て
い
る
経
理

シ
ス
テ
ム
や
レ
ジ
な
ど
が
複
数
の
税
率

に
対
応
で
き
て
い
な
い
と
、
新
し
い
制

度
へ
の
対
応
が
困
難
に
な
り
ま
す
。

軽
減
税
率（
８
％
）の
対
象
品
目
は
、

①

お
酒
や
外
食
・
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
サ

ー
ビ
ス
を
除
く
飲
食
料
品

②

定
期
購
読
の
新
聞
（
週
２
回
以
上

発
行
さ
れ
る
新
聞
の
み
）

の
２
つ
で
す
。
飲
食
料
品
を
扱
う
小
売

業
・
卸
売
業
・
製
造
業
な
ど
多
く
の
事

業
者
に
影
響
が
出
て
き
ま
す
。

ま
た
、
軽
減
税
率
対
象
品
目
を
取
り

扱
わ
な
い
課
税
事
業
者
で
あ
っ
て
も
、

仕
入
（
経
費
）
に
つ
い
て
、
軽
減
税
率

対
象
品
目
を
購
入
す
る
場
合
に
は
税
率

に
応
じ
た
区
分
経
理
の
対
応
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
免
税
事
業
者
で
あ
っ
て
も

軽
減
税
率
対
象
品
目
に
つ
い
て
、
課
税

事
業
者
と
取
引
を
行
な
う
場
合
、
取
引

先
か
ら
区
分
記
載
請
求
書
（
軽
減
税
率

対
象
品
目
で
あ
る
旨
や
税
率
の
異
な
る

品
目
ご
と
に
合
計
し
た
税
込
金
額
を
記

載
し
、
交
付
す
る
請
求
書
）
等
の
交
付

を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

シ
ス
テ
ム
改
修
の

具
体
例

複
数
税
率
の
導
入
に
よ
る
業
務
へ
の

影
響
と
、
求
め
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
改
修

を
、
飲
食
料
品
を
扱
う
小
売
業
の
ケ
ー

ス
で
見
て
い
き
ま
す
。

⑴

商
品
の
仕
入

ま
ず
、商
品
の
仕
入
を
行
な
う
際
に
、

仕
入
先
か
ら
受
領
し
た
請
求
書
や
納
品

書
を
も
と
に
適
用
さ
れ
る
税
率
等
を
確

認
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す（
図
表
１
）。

も
し
そ
の
小
売
店
が
受
発
注
を
電
子

的
に
行
な
っ
て
い
る
場
合
（
Ｅ
Ｄ
Ｉ

等
）、
こ
の
受
発
注
シ
ス
テ
ム
が
複
数

税
率
に
対
応
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
れ

を
改
修
す
る
必
要
が
出
て
き
ま
す
。

Ｅ
Ｄ
Ｉ
と
は
、
電
子
デ
ー
タ
交
換

（
Electronic

D
ata
Interchange）

の

略
語
で
す
。
受
発
注
・
出
荷
・
請
求
・

支
払
な
ど
の
各
種
取
引
デ
ー
タ
を
通
信

回
線
を
通
じ
て
、
企
業
間
で
や
り
取
り

す
る
電
子
商
取
引
の
し
く
み
の
こ
と
で

す
。
受
発
注
か
ら
請
求
支
払
い
ま
で
の

取
引
業
務
を
自
動
化
で
き
る
の
で
業
務

の
効
率
化
に
役
立
ち
ま
す（
図
表
２
）。

⑵

仕
入
の
区
分
経
理
（
図
表
３
）

仕
入
に
関
す
る
記
帳
は
、
通
常
は
経

消
費
税
率
引
上
げ
と
軽
減
税
率
の
導
入
に
伴
い
、
経
理
シ
ス
テ
ム

や
Ｐ
Ｏ
Ｓ
シ
ス
テ
ム
等
の
修
正
を
行
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
シ
ス
テ
ム
改
修
に
伴
う
経
理
処
理
に
つ
い
て
整
理
し
ま
す
。

あ
し
た
の
会
計
事
務
所
株
式
会
社

公
認
会
計
士
・
税
理
士

白

根

裕

也
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理
シ
ス
テ
ム
で
行
な
い
ま
す
の
で
、
経

理
シ
ス
テ
ム
が
複
数
税
率
に
対
応
し
て

い
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
改
修
す
る

必
要
が
出
て
き
ま
す
。

⑶

レ
ジ
へ
の
登
録
・
ラ
ベ
ル
貼
付

小
売
店
の
場
合
、
商
品
に
ラ
ベ
ル
を

貼
り
付
け
ま
す
。

バ
ー
コ
ー
ド
が
あ
る
商
品
の
場
合
に

は
、
レ
ジ
シ
ス
テ
ム
に
適
用
税
率
を
登

録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
バ
ー
コ
ー
ド
の
な
い
商
品
の

場
合
や
、
レ
ジ
が
バ
ー
コ
ー
ド
に
対
応

し
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
適
用

税
率
を
判
断
し
て
レ
ジ
で
打
ち
込
む
必

要
が
出
て
き
ま
す
。

こ
の
た
め
、
レ
ジ
本
体
が
複
数
税
率

に
対
応
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ

を
改
修
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑷

レ
シ
ー
ト
の
発
行
（
図
表
４
）

小
売
店
が
発
行
す
る
レ
シ
ー
ト
・
領

収
書
に
は
、

①

軽
減
税
率
の
対
象
品
目
で
あ
る
旨

②

適
用
さ
れ
る
税
率
ご
と
に
合
計
し

た
対
価
の
額

を
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

こ
の
複
数
税
率
の
レ
シ
ー
ト
・
領
収
書

の
発
行
に
対
応
し
て
い
な
い
場
合
は
改

修
が
必
要
で
す
。

２
０
２
３
年
１０
月
１
日
か
ら
予
定
さ

れ
て
い
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
（
適
格
請

求
書
等
保
存
方
式
）
の
導
入
後
は
、
さ

ら
に
次
の
２
つ
が
必
要
で
す
。

③

登
録
番
号

④

税
率
ご
と
に
区
分
し
て
合
計
し
た

消
費
税
額
等
（
消
費
税
額
お
よ
び
地

方
消
費
税
額
の
合
計
額
）
お
よ
び
適

用
税
率

⑸

売
上
の
区
分
経
理

最
後
に
売
上
の
計
上
を
経
理
シ
ス
テ

ム
に
行
な
い
ま
す
（
図
表
５
）。

こ
ち
ら
も
経
理
シ
ス
テ
ム
が
複
数
税

率
に
対
応
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
こ

れ
を
改
修
す
る
必
要
が
出
て
き
ま
す
。

軽
減
税
率
対
策
補
助
金
が

受
け
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
は

飲
食
料
品
を
扱
う
小
売
業
を
営
む
事

業
者
だ
け
で
な
く
、
飲
食
料
品
を
扱
う

卸
売
業
や
製
造
業
を
営
む
事
業
者
も
同

様
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

政
府
は
軽
減
税
率
対
策
の
補
助
金
制
度

を
用
意
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
免
税
事
業
者
で
あ
っ
て
も
、

課
税
事
業
者
に
軽
減
税
率
の
適
用
と
な

る
商
品
を
販
売
す
る
場
合
、
相
手
方
の

課
税
事
業
者
か
ら
区
分
記
載
請
求
書
等

の
交
付
の
対
応
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
免
税
事
業
者
も
、
軽

減
税
率
対
策
補
助
金
に
よ
る
支
援
措
置

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

補
助
金
の
申
請
制
度
は
大
き
く
２
つ

の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

図表４ 複数税率のレシートの例図表１ 仕入時に求められる適用税率の確認のイメージ
スーパー 企業実務適用される

税率等を確
認する

領収書
２０２０年４月１日 １７：４５
○○小売株式会社 様軽減税率対象

品目にチェッ
クする

牛肉 ※ １点 ￥３，２４０
割りばし等 １点 ￥５５０
鶏肉 ※ １点 ￥２，１６０

合計 ￥５，９５０

税８％対象 ￥５，４００
税１０％対象 ￥５５０

※印は軽減税率（８％） 適用商品

消費税（８％） ￥４００
消費税（１０％） ￥５０

合計金額 ￥５，９５０

お預かり ￥６，０００
お釣り ￥５０

税率ごとに合
計金額を記載
する

図表２ ＥＤＩのしくみ

受注者発注者

注文データ
出荷

ＥＤＩ受領
請求

図表５ 売上の区分経理（税込経理の場合）図表３ 仕入の区分経理（税込経理の場合）

税率ごとに区分税率ごとに区分

●現行
買掛金 ２２，０００

●軽減税率導入後
買掛金 ２１，８００

４／１ 仕入（野菜等） ２２，０００

４／１ 仕入（野菜等） １０，８００
仕入（割りばし等） １１，０００

納品書
平成○年○月○日

〒

Tel :

Fax :

合計金額

金額単価

小計

消費税

合計

数量品名

新米

豚肉

○○商事（株）御中

下記のとおり
納品いたしました。

●現行
売上（野菜等） ２２０，０００

●軽減税率導入後
売上（野菜等） １０８，０００
売上（割りばし等） １１０，０００

４／１ 現金 ２２０，０００

４／１ 現金 ２１８，０００
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①

複
数
税
率
対
応
レ
ジ
の
導
入
等
支

援
（
Ａ
型
）

複
数
税
率
に
対
応
で
き
る
レ
ジ
を
新

し
く
導
入
し
た
り
、
対
応
で
き
る
よ
う

に
既
存
の
レ
ジ
を
改
修
し
た
り
す
る
と

き
に
使
え
る
補
助
金
で
す
。

補
助
の
対
象
と
な
る
レ
ジ
に
は
、Ｐ

Ｏ
Ｓ
機
能
を
有
し
て
い
な
い
レ
ジ
、モ

バ
イ
ル
Ｐ
Ｏ
Ｓ
レ
ジ
シ
ス
テ
ム
、
Ｐ
Ｏ

Ｓ
レ
ジ
シ
ス
テ
ム
等
を
含
み
ま
す
。

②

受
発
注
シ
ス
テ
ム
の
改
修
等
支
援

（
Ｂ
型
）

電
子
的
受
発
注
シ
ス
テ
ム
（
Ｅ
Ｄ
Ｉ

等
）
を
利
用
す
る
事
業
者
の
う
ち
、
複

数
税
率
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
と
な

る
機
能
に
つ
い
て
、
改
修
・
入
替
を
行

な
う
場
合
に
使
え
る
補
助
金
で
す
。

こ
こ
で
は
補
助
金
の
簡
単
な
概
要
の

み
図
表
６
に
示
し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い

て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
冊
子
等
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

シ
ス
テ
ム
改
修
費
用
の

経
理
処
理

⑴

資
本
的
支
出
に
該
当
す
る
か

新
し
く
シ
ス
テ
ム
自
体
を
導
入
し
た

場
合
は
固
定
資
産
を
取
得
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
い
ま
あ
る
シ
ス
テ
ム
等

を
改
修
し
た
場
合
の
、
シ
ス
テ
ム
改
修

費
用
は
資
本
的
支
出
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
し
ょ
う
か
。

国
税
庁
に
よ
れ
ば
、
各
シ
ス
テ
ム
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
正
が
、
①
消
費
税
法

改
正
に
よ
る
軽
減
税
率
制
度
の
実
施
に

対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
②
作
業
指
図

書
等
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
修
繕
費
と
し
て
全
額
損
金
算
入
と

し
て
問
題
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
消
費
税
法
改
正
に
よ
る
軽

減
税
率
制
度
の
実
施
に
対
し
て
、
現
在

使
用
し
て
い
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
効
用

を
維
持
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
新
た
な
機
能
の
追
加
、
機
能

の
向
上
等
に
は
該
当
し
な
い
と
考
え
る

た
め
で
す
。

な
お
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
修
正
の
な
か

に
、
新
た
な
機
能
の
追
加
、
機
能
の
向

上
等
に
該
当
す
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
こ
の
部
分
に
関
し
て
は

資
本
的
支
出
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と

な
り
ま
す
。

⑵

ケ
ー
ス
別
経
理
処
理

①

レ
ジ
等
を
新
し
く
導
入
し
た
場
合

（
借
方
）
固
定
資
産

×
×

（
貸
方
）
現
金
・
預
金

×
×

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小
企
業

者
等
は
、
設
備
投
資
を
す
る
場
合
、「
少

額
減
価
償
却
資
産
の
損
金
算
入
の
特

例
」
な
ど
、
有
利
な
税
制
措
置
等
が
あ

り
ま
す
。

②

既
存
シ
ス
テ
ム
を
改
修
し
た
場
合

軽
減
税
率
対
策
に
係
る
改
修
費
用
は

修
繕
費
と
な
り
ま
す
。

（
借
方
）
修
繕
費

×
×

（
貸
方
）
現
金
・
預
金

×
×

③

補
助
金
を
受
領
し
た
場
合

（
借
方
）
預
金

×
×

（
貸
方
）
雑
収
入

×
×

な
お
、
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け

た
あ
と
、
決
算
期
を
ま
た
い
で
入
金
が

さ
れ
る
場
合
に
は
、
交
付
決
定
を
受
け

た
期
に
次
の
よ
う
に
処
理
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

（
借
方
）
未
収
入
金

×
×

（
貸
方
）
雑
収
入

×
×

●▲

図表６ 軽減税率対策補助金の概要

し
ら
ね

ゆ
う
や

あ
し
た
の
会
計
事
務
所
㈱
代
表
取
締
役
。
大
手
保
険
会
社
を
経
て
、
あ
ず
さ
監
査
法
人

に
て
、
監
査
や
株
式
公
開
支
援
、
内
部
統
制
構
築
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
に
従
事
し
た
の
ち
独
立
。
現
在
は
、
ク

ラ
ウ
ド
会
計
ソ
フ
ト
を
利
用
し
た
決
算
業
務
効
率
化
に
注
力
。生
命
保
険
を
利
用
し
た
節
税
対
策
に
も
強
い
。

Ｂ型
Ｂ－１型

電子的受発注システム（ＥＤＩ等）を利用する事業者
が、複数税率に対応するために必要となるシステムの改
修・入替を支援する補助金

事前申請

交付申請 ２０１９年６月２８日
改修完了 ２０１９年９月３０日
完了報告 ２０１９年１２月１６日

２／３

（小売事業者等の）発注システムの場合：１，０００万円
（卸売事業者等の）受注システムの場合：１５０万円
発注システム・受注システム両方の場合：１，０００万円
すでにＥＤＩ／ＥＯＳ等の電子的受発注システムを利用
している事業者
電子的受発注データのフォーマットやコード等の改修、
現在利用している電子的受発注システムから複数税率に
対応したシステムへの入替、電子的受発注システムに必
須となる商品マスタ、発注・購買管理、受注管理機能の
うち、複数税率対応に伴い必要となる改修・入替

指定事業者による代理申請

Ｂ－２型

事後申請

２０１９年１２月１６日までに申請

事務局に登録されたパッケー
ジ製品・サービスが対象

Ａ型

レジを使用して日頃から軽減税率対
象商品を販売しており、複数税率に
対応するレジの新規導入（入替）や
複数税率対応のための既存レジの改
修をする場合に、その経費の一部を
補助する補助金

導入・改修費用：原則２／３
導入費用が３万円未満の機器を１台
のみ導入する場合：３／４
タブレット等の汎用機器：１／２

レジ１台当たり２０万円
１事業者当たり２００万円

中小企業・小規模事業者

レジ本体、レジ付属機器、機器設置
に要する経費（運搬費を含む）、商
品マスタの設定費用

メーカーや販売店・ベンダー等の協
力による代理申請等が利用可能

概要

申請
時期

申請受
付期間

補助率

補助額
上限

対象者

補助
対象

申請
手続等
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